
限度額を超えた随意契約情報一覧表 部局名：五島振興局 H23.3.31 現在

番号 所管部局
所管課

（地方機関名）
契約締結日 契約の名称 契約金額（円） 契約の相手先　住所　氏名

随意契約とした理由
（具体的かつ詳細に記載）

地方自治法施行令
適用条項

1 五島振興局
管理部
総務課

H22.4.1
五島振興局総合庁舎
等宿日直業務委託

2,999,040 (個人契約２名）
緊急時の対応にあたって経験を要することや、鍵の
保管等保安上のため。

第167条の2
第1項第2号

2 五島振興局
保健部
衛生環境課

H22.4.1
犬捕獲抑留等業務委
託

2,922,200 （個人契約）

　当業務は犬の捕獲抑留や殺処分等の特殊な業務
であり、経験豊富で技術性が高いこと、地域の地理
に詳しいことなどが求められる。
　このようなことから、競争入札には適さないものと
判断した。

第167条の2
第1項第2号

3 五島振興局
建設部
管理課

H22.4.1
漁港環境整備施設等
管理業務委託

2,490,600
五島市福江町１－１
五島市長　　中尾　郁子

県と地元市町（現五島市）との間で、荒川漁港矢ノ
口地区については平成15年3月6日に、三井楽漁港
みなと公園については平成5年4月1日に、三井楽漁
港打折地区については平成10年4月1日に、三井楽
漁港三井楽地区については平成17年4月1日に、崎
山漁港については平成5年4月1日に、それぞれ管
理委託の基本となる契約を締結しており、県と地元
市町とで管理に要する費用の負担割合を定めてい
る。
以上により、管理委託の基本となる契約に基づく業
務委託であり、委託先は五島市に限定される。

第167条の2
第1項第2号

4 五島振興局
建設部
管理課

H22.4.1
港湾緑地（福江港、玉
ノ浦港、富江港）管理
業務委託

5,128,900
五島市福江町１－１
五島市長　　中尾　郁子

県と地元市町（現五島市）との間で、福江港丸木地
区については平成9年8月1日に、福江港大津地区
については平成16年7月1日に、福江港大波止地区
については平成18年3月31日に、玉ノ浦港について
は平成12年3月29日に、富江港については平成21
年3月5日に、それぞれ管理委託基本契約を締結し
ており、県と地元市町とで管理に要する費用の負担
割合を定めている。
以上により、管理委託基本契約に基づく業務委託
であり、委託先は五島市に限定される。

第167条の2
第1項第2号

5 五島振興局
建設部
管理課

H22.4.1
福江空港消防業務委
託

38,555,000
五島市福江町１－１
五島市長　　中尾　郁子

長崎県知事と下五島地域広域市町村圏組合管理
者との間で、昭和58年10月24日に消防協定書を締
結しており、平成16年8月1日からは同組合が行って
いた消防業務を五島市が承継している。
以上により、消防協定書に基づく委託業務であり、
委託先は五島市に限定される。

第167条の2
第1項第2号

平成２２年度



限度額を超えた随意契約情報一覧表 部局名：五島振興局 H23.3.31 現在

番号 所管部局
所管課

（地方機関名）
契約締結日 契約の名称 契約金額（円） 契約の相手先　住所　氏名

随意契約とした理由
（具体的かつ詳細に記載）

地方自治法施行令
適用条項

平成２２年度

6 五島振興局
建設部
福江空港管理事
務所

H22.4.1
福江空港照明施設維
持管理業務委託

14,595,000
五島市吉久木町231-1
㈱九電工　五島営業所
所長　　崎山　一彦

本委託業務は、航空灯火施設及び電気設備の適
正な機能確保のため、施設の日常点検・月例点検
はもとより、緊急の場合の臨時点検及び復旧作業
への対応が必要となる。
このため、島内で対応可能な業者への委託が必要
となるが、上記条件を満たす業者は左記業者のみ
である。

第167条の2
第1項第2号

7 五島振興局
建設部
河港課

H22.4.19
２２五通砂第１－１号
榎川通常砂防工事
（監督補助業務委託）

16,401,000

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、工事の施工状況や工事請負者から提
出された承諾願い等について、設計図書と照合を
行い、その結果を監督職員へ正確に報告するもで
あり、報告に虚偽や誤脱があった場合は、監督職
員による判断や工事成績の評定に大きな影響を与
える業務である。
　また、各工事請負者が保有するノウハウの情報管
理（他の建設業者への情報漏えい防止）も必要であ
る。
　このため、建設業者より資金面や人事面等で直接
的な影響を受けず、当該業務の経験も豊富な財団
法人長崎県建設技術研究センターを、契約の相手
方として特定する。

第167条の2
第1項第2号

8 五島振興局
上五島支所
管理・用地課

H22.4.1
漁港環境及び海岸環
境整備施設管理業務
委託

1,312,500
南松浦郡新上五島町青方郷
1585-1
新上五島町長

①安全管理対策の必要性
・漁港管理者は、漁港の適正な維持管理を行う責
めに任じられている。
・管理瑕疵が無いとするためには、構造、用途、場
所、利用状況等の諸条件を総合し、通常予想される
危険が防止できる程度の措置が必要である。
②営造物の安全確保と危険の未然防止
・施設の設置又は管理の瑕疵による事故の発生を
防ぐためには、維持補修工事の物的補完と、使用
規制等の人的補完の両面の措置により、安全の確
保を図る必要がある。
以上により、上記施設は、直営で管理すべきである
が、行政責任がある市町に委託することでその維
持管理の適正化を図ることができるため。

第167条の2
第1項　第2号



限度額を超えた随意契約情報一覧表 部局名：五島振興局 H23.3.31 現在

番号 所管部局
所管課

（地方機関名）
契約締結日 契約の名称 契約金額（円） 契約の相手先　住所　氏名

随意契約とした理由
（具体的かつ詳細に記載）

地方自治法施行令
適用条項

平成２２年度

9 五島振興局
上五島支所
管理・用地課

H22.4.1
公園・緑地・海岸飛沫
防止帯等維持管理業
務委託

1,837,500
南松浦郡新上五島町青方郷
1585-1
新上五島町長

①安全管理対策の必要性
・港湾管理者は、港湾の適正な維持管理を行う責
めに任じられている。
・管理瑕疵が無いとするためには、構造、用途、場
所、利用状況等の諸条件を総合し、通常予想される
危険が防止できる程度の措置が必要である。
②営造物の安全確保と危険の未然防止
・施設の設置又は管理の瑕疵による事故の発生を
防ぐためには、維持補修工事の物的補完と、使用
規制等の人的補完の両面の措置により、安全の確
保を図る必要がある。
以上により、上記施設は、直営で管理すべきである
が、行政責任がある市町に委託することでその維
持管理の適正化を図ることができるため。

第167条の2
第1項第2号

10 五島振興局
上五島支所
総務課

H22.4.1 庁舎保安警備委託 1,738,080 （個人契約２名）

災害・事故等が発生した場合に迅速に対応するた
めに事務所に常駐する必要があり、上五島地区に
は常駐で警備業務を行う業者がいないため、個人２
名と随意契約を行う。

第167条の2
第1項第2号

11 五島振興局
上五島支所
道路課

H22.4.1
五島振興局上五島支
所道路課積算技術業
務委託

7,259,700

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、予定価格算出の基礎となる設計書を
作成するものであり、入札参加者等への情報漏え
い防止が必要であるとともに、設計書作成に使用す
る県の積算システム（プログラム及びデータ）の流
出防止も必要である。このため、建設業者より資金
面や人事面等で直接的な影響を受けず当該業務
の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号



限度額を超えた随意契約情報一覧表 部局名：五島振興局 H23.3.31 現在

番号 所管部局
所管課

（地方機関名）
契約締結日 契約の名称 契約金額（円） 契約の相手先　住所　氏名

随意契約とした理由
（具体的かつ詳細に記載）

地方自治法施行令
適用条項

平成２２年度

12 五島振興局
上五島支所
河港課

H22.4.1
真浦川（ロ）通常砂防
工事（監督補助業務
委託）

17,892,000

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、工事の施工状況や工事請負者から提
出された承諾願い等について、設計図書と照合を
行い、その結果を監督職員に正確に報告するもの
であり、報告に虚偽や誤脱があった場合は、監督職
員による判断や工事成績の評定に大きな影響を与
える業務である。また、各工事請負者が保有する施
工ノウハウの情報管理（他の建設業者への情報漏
えい防止）も必要である。このため、建設業者より資
金面や人事面等で直接的な影響を受けず、当該業
務の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号

13 五島振興局
上五島支所
道路課

H22.4.19
一般国道３８４号道路
改良工事（監督補助
業務委託）

16,401,000

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、工事の施工状況や工事請負者から提
出された承諾願い等について、設計図書と照合を
行い、その結果を監督職員に正確に報告するもの
であり、報告に虚偽や誤脱があった場合は、監督職
員による判断や工事成績の評定に大きな影響を与
える業務である。また、各工事請負者が保有する施
工ノウハウの情報管理（他の建設業者への情報漏
えい防止）も必要である。このため、建設業者より資
金面や人事面等で直接的な影響を受けず、当該業
務の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号

14 五島振興局
上五島支所
道路課

H22.6.14

主要地方道有川奈良
尾線外1線道路災害
防除工事（監督補助
業務委託）

2,982,000

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、工事の施工状況や工事請負者から提
出された承諾願い等について、設計図書と照合を
行い、その結果を監督職員に正確に報告するもの
であり、報告に虚偽や誤脱があった場合は、監督職
員による判断や工事成績の評定に大きな影響を与
える業務である。また、各工事請負者が保有する施
工ノウハウの情報管理（他の建設業者への情報漏
えい防止）も必要である。このため、建設業者より資
金面や人事面等で直接的な影響を受けず、当該業
務の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号



限度額を超えた随意契約情報一覧表 部局名：五島振興局 H23.3.31 現在

番号 所管部局
所管課

（地方機関名）
契約締結日 契約の名称 契約金額（円） 契約の相手先　住所　氏名

随意契約とした理由
（具体的かつ詳細に記載）

地方自治法施行令
適用条項

平成２２年度

15 五島振興局
上五島支所
道路課

H22.7.1
五島振興局上五島支
所道路課積算技術業
務委託（その２）

4,575,900

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、予定価格算出の基礎となる設計書を
作成するものであり、入札参加者等への情報漏え
い防止が必要であるとともに、設計書作成に使用す
る県の積算システム（プログラム及びデータ）の流
出防止も必要である。このため、建設業者より資金
面や人事面等で直接的な影響を受けず当該業務
の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号

16 五島振興局
建設部
道路課

H22.7.26
五島振興局道路課積
算技術業務委託

1,046,850

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、予定価格算出の基礎となる設計書を
作成するものであり、入札参加者等への情報漏え
い防止が必要であるとともに、設計書作成に使用す
る県の積算システム（プログラム及びデータ）の流
出防止も必要である。このため、建設業者より資金
面や人事面等で直接的な影響を受けず当該業務
の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号

17 五島振興局 河港課 H22.8.18
崎山地区広域漁港整
備工事（監督補助業
務委託）

11,025,000

長崎市元船町17番地1号
（社）水産土木建設技術セン
ター長崎支所
支所長　志岐　富美雄

当業務の対象工事は、周辺の自然環境に配慮すべ
き工事であり、業務の実施にあたっては、土木技術
に加えて周辺環境改善技術、藻場造成技術などの
水産技術を必要としているものである。このため漁
港漁場事業に豊富な知見と技術を有し、漁場整備
事業に関する実績もあり、公平な立場から支援を期
待できる（社）水産土木建設技術センターを契約の
相手方として特定するものである。

第167条の2
第1項第2号

18 五島振興局
農林水産部
林務課

H22.9.14
22県営林特第１号
県営林間伐素材生産
販売事業

7,035,000
五島市吉田町3110-8
五島森林組合
代表理事組合長　大町　一利

五島地域での県営林間伐作業については、入札参
加資格を有する者が五島森林組合のみである。ま
た、間伐材の運搬作業についても、間伐作業の進
行状況にあわせて随時市場へ運搬する必要がある
ため、効率的な作業を行うために、間伐から運搬ま
での全作業を一者との随意契約とするものである。

第167条の2
第1項　第2号



限度額を超えた随意契約情報一覧表 部局名：五島振興局 H23.3.31 現在

番号 所管部局
所管課

（地方機関名）
契約締結日 契約の名称 契約金額（円） 契約の相手先　住所　氏名

随意契約とした理由
（具体的かつ詳細に記載）

地方自治法施行令
適用条項

平成２２年度

19 五島振興局
農林水産部
林務課

H22.9.14
22県営林特第２号
県営林間伐素材生産
販売事業

6,090,000
五島市吉田町3110-8
五島森林組合
代表理事組合長　大町　一利

五島地域での県営林間伐作業については、入札参
加資格を有する者が五島森林組合のみである。ま
た、間伐材の運搬作業についても、間伐作業の進
行状況にあわせて随時市場へ運搬する必要がある
ため、効率的な作業を行うために、間伐から運搬ま
での全作業を一者との随意契約とするものである。

第167条の2
第1項　第2号

20 五島振興局
農林水産部
農村整備課

H22.9.1

２２農整経委第１０２
号
牟田地区換地業務委
託

2,482,000
五島市福江町１－１
牟田土地改良区
理事長　川口　規一

県営土地改良事業の施行に伴う換地計画等の事
務の委託に関する要綱により委託先が土地改良区
又は市町に限定されており、また、換地業務は、地
元の事情に精通し、専門知識を必要とするため、農
地所有者等利害関係人により設立されている土地
改良区が換地業務を行うことで、より円滑に業務を
推進でき、個人情報等の秘密の保持ができること
から一者随意契約とする。

第167条の2
第1項　第2号

21 五島振興局
建設部
道路課

H22.11.29

２２単起災防第７０４
－５号　（主）富江岐
宿線道路災害防除工
事（監督補助業務委
託）

6,804,000

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、工事の施工状況や工事請負者から提
出された承諾願い等について、設計図書と照合を
行い、その結果を監督職員へ正確に報告するもで
あり、報告に虚偽や誤脱があった場合は、監督職
員による判断や工事成績の評定に大きな影響を与
える業務である。
　また、各工事請負者が保有するノウハウの情報管
理（他の建設業者への情報漏えい防止）も必要であ
る。
　このため、建設業者より資金面や人事面等で直接
的な影響を受けず、当該業務の経験も豊富な財団
法人長崎県建設技術研究センターを、契約の相手
方として特定する。

第167条の2
第1項第2号

22 五島振興局
上五島支所
道路課

H22.11.24
五島振興局上五島支
所道路課積算技術業
務委託（その３）

6,305,250

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、予定価格算出の基礎となる設計書を
作成するものであり、入札参加者等への情報漏え
い防止が必要であるとともに、設計書作成に使用す
る県の積算システム（プログラム及びデータ）の流
出防止も必要である。このため、建設業者より資金
面や人事面等で直接的な影響を受けず当該業務
の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号



限度額を超えた随意契約情報一覧表 部局名：五島振興局 H23.3.31 現在

番号 所管部局
所管課

（地方機関名）
契約締結日 契約の名称 契約金額（円） 契約の相手先　住所　氏名

随意契約とした理由
（具体的かつ詳細に記載）

地方自治法施行令
適用条項

平成２２年度

23 五島振興局 農村整備課 H22.12.17
牟田地区土量計算資
料作成業務委託

1,785,000

長崎市大黒町９番１７号
長崎県土地改良事業団体連
合会
会長　宮本　正則

長崎県土地改良事業団体連合会（以下「土改連」と
いう。）は２１市町及び８６土地改良区等を会員とす
る公益法人であり、土改連が保有する土量計算シ
ステムは、加重平均法による計画高算定、線形計
画法による最適運土計画の算出及び計上項目ごと
の計算・集計を行う最新のシステムであり、これに
匹敵するシステムを保有するコンサルタントについ
て、過去に長崎県のほ場整備事業の計画書を作成
したことのあるコンサルタントへ聞き取りした結果、
いなかった。
また、当地区の実施設計業務を請け負っており、当
該地区の状況を最も把握しており、当該業務を受託
できるのは土改連に特定される。

第167条の2
第1項第2号

24 五島振興局
建設部
道路課

H22.12.10
22単交整第702-3号
五島振興局道路課積
算技術業務委託

1,373,400

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、予定価格算出の基礎となる設計書を
作成するものであり、入札参加者等への情報漏え
い防止が必要であるとともに、設計書作成に使用す
る県の積算システム（プログラム及びデータ）の流
出防止も必要である。このため、建設業者より資金
面や人事面等で直接的な影響を受けず当該業務
の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号

25 五島振興局
建設部
道路課

H22.12.10
22起単改第701-8号
五島振興局道路課積
算技術業務委託

3,511,200

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、予定価格算出の基礎となる設計書を
作成するものであり、入札参加者等への情報漏え
い防止が必要であるとともに、設計書作成に使用す
る県の積算システム（プログラム及びデータ）の流
出防止も必要である。このため、建設業者より資金
面や人事面等で直接的な影響を受けず当該業務
の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号

26 五島振興局
建設部
道路課

H22.12.10
22単改第1701-6号
五島振興局道路課積
算技術業務委託

1,373,400

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、予定価格算出の基礎となる設計書を
作成するものであり、入札参加者等への情報漏え
い防止が必要であるとともに、設計書作成に使用す
る県の積算システム（プログラム及びデータ）の流
出防止も必要である。このため、建設業者より資金
面や人事面等で直接的な影響を受けず当該業務
の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号



限度額を超えた随意契約情報一覧表 部局名：五島振興局 H23.3.31 現在

番号 所管部局
所管課

（地方機関名）
契約締結日 契約の名称 契約金額（円） 契約の相手先　住所　氏名

随意契約とした理由
（具体的かつ詳細に記載）

地方自治法施行令
適用条項

平成２２年度

27 五島振興局
建設部
用地課

H23.1.20
公共用地保全事業に
かかる調査・測量業
務委託

3,653,645

長崎市五島町８番７号
（社）長崎県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
理事長　峰　忠彦

①公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土地家
屋調査士法第６３条で官公署等の公共の利益とな
る事業を行う者による不動産の表示に関する登記
に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若
しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを
目的として設立された県内唯一の社団法人である。
②契約の相手方としては、公嘱協会１者であるが、
委託業務は地域や業務内容により最も適当と認め
られる者を公嘱協会が社員の中から選任し、あたら
せることとなっているため、業務の確実な履行が期
待できる。
③委託料は、中央用地対策連絡協議会が定めた基
準（案）を基に、「嘱託登記事務委託取扱要領」第１
０条第１項による基本協定書で、業務ごとに単価を
定め、その積み上げにより支払う方法で、実際、現
地に入り、確認しなければポイント等の正確な把握
が困難な業務のため、業務の結果により必要なも
のを積み上げ支払うこの方法は、利に適っている。
また、単価は実勢価格の８割程度に設定されてお
り、競争入札と比較しても不経済とは言えない。
④以上により、相手方が１者に特定され、その性質
又は目的が競争入札に適しないため、引き続き１者
随意契約を行う。

第167条の2
第1項第2号

28 五島振興局
建設部
道路課

H23.1.28
22起単改第704-6号
五島振興局道路課積
算技術業務委託

3,404,100

大村市池田2丁目1311番地3
（財）長崎県建設技術研修セ
ンター
理事長　野田　浩

　当業務は、予定価格算出の基礎となる設計書を
作成するものであり、入札参加者等への情報漏え
い防止が必要であるとともに、設計書作成に使用す
る県の積算システム（プログラム及びデータ）の流
出防止も必要である。このため、建設業者より資金
面や人事面等で直接的な影響を受けず当該業務
の経験も豊富な財団法人長崎建設技術研究セン
ターを契約の相手方として特定する。

第167条の2
第1項第2号



限度額を超えた随意契約情報一覧表 部局名：五島振興局 H23.3.31 現在

番号 所管部局
所管課

（地方機関名）
契約締結日 契約の名称 契約金額（円） 契約の相手先　住所　氏名

随意契約とした理由
（具体的かつ詳細に記載）

地方自治法施行令
適用条項

平成２２年度

29 五島振興局
建設部
河港課

H23.2.4

22五急対第1-5号
東平地区急傾斜地崩
壊対策工事（分筆登
記業務委託）

2,914,568

長崎市五島町８番７号
（社）長崎県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
理事長　柴田　盛義

①公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土地家
屋調査士法第６３条で官公署等の公共の利益とな
る事業を行う者による不動産の表示に関する登記
に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若
しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを
目的として設立された県内唯一の社団法人である。
②契約の相手方としては、公嘱協会１者であるが、
委託業務は地域や業務内容により最も適当と認め
られる者を公嘱協会が社員の中から選任し、あたら
せることとなっているため、業務の確実な履行が期
待できる。
③委託料は、中央用地対策連絡協議会が定めた基
準（案）を基に、「嘱託登記事務委託取扱要領」第１
０条第１項による基本協定書で、業務ごとに単価を
定め、その積み上げにより支払う方法で、実際、現
地に入り、確認しなければポイント等の正確な把握
が困難な業務のため、業務の結果により必要なも
のを積み上げ支払うこの方法は、利に適っている。
また、単価は実勢価格の８割程度に設定されてお
り、競争入札と比較しても不経済とは言えない。
④以上により、相手方が１者に特定され、その性質
又は目的が競争入札に適しないため、引き続き１者
随意契約を行う。

第167条の2
第1項第2号

30 五島振興局
建設部
管理課

H23.2.15

相の浦港産業廃棄物
（廃プラスチック・木く
ず・混合くず）収集・運
搬及び処分業務委託

2,887,500
五島市上大津町２２３８－２
株式会社セイホウ開発
代表取締役　吉田　秀夫

島内には、廃プラスチックの最終処分場が1箇所し
かなく、その所有者は㈱セイホウ開発の関連会社
（㈲五島環境開発）である。現在、当処分場の処理
能力が限界値に近づいており、廃プラスチックの処
分については㈱セイホウ開発が持ち込むもののみ
を処理しているという状況である。また㈱セイホウ開
発は当局の産業廃棄物の収集・運搬及び処分の業
務を何度も行っており、当該業務を十分に遂行でき
るものと思われる。よって安価で業務を履行でき、
かつ当局との契約実績のある㈱セイホウ開発と随
意契約を行うものとする。

第167条の2
第1項第2号


